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附属書 生産森林組合役員選任規程例 

 

（被選任権者） 

第１条 次の各号に掲げる者は、役員の候補者となることができない。 

  １ 未成年者 

  ２ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者 

  ３ 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、

又は民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破

産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ

、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

４ 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 

 

（選任の期日） 

第２条 役員の任期の満了による選任は、役員の任期の終わる日の通常総会において行う。 

② 第10条の規定による再選任又は第11条の規定による補欠選任は、これを行うべき事由の生じた

日から30日以内に行う。 

 

（決議） 

第３条 役員は、総会の決議によって選任する。 

「備考」 

定款において書面又は代理人をもって議決権を行うことができる旨を定める組合は、本条に次

の１項を加える。 

  ② 組合員は、定款第46条又は第46条の２の規定にかかわらず、前項の規定による役員の選任に

ついては、書面又は代理人をもって議決権を行うことができない。 

 

（議案及び推薦会議） 

第４条 役員の選任に関する議案は、組合長が総会に提出する。 

② 組合長は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければ

ならない。 

③ 第１項の議案は、推薦会議において推薦された候補者について作成しなければならない。 

④ 推薦会議は、別表に掲げる区域ごとに、その区域に所属する組合員を代表する者として選ばれ

た同表に掲げる人数の組合員をもって構成する。 

⑤ 組合員の所属区域は、組合員の住所によって定め、それによることができないときは理事会で

これを定める。 

 

（候補者の承諾） 

第５条 推薦会議が、役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得なけ
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ればならない。 

 

（投票） 

第６条 第３条第１項の決議は、無記名投票によって行う。 

② 前項の投票は、自ら所定の投票用紙に賛否を記入し、これを投票箱に入れて行わなければなら

ない。 

③ 組合員は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載その他によりその資格を明らかにしな

ければならない。 

 

（開票） 

第７条 議長は、投票が終わったときは、あらかじめ総会において選任した立会人３人以上の立会

の上投票箱を開き、投票を点検し、直ちにその結果を報告しなければならない。 

② 役員の候補者となっている者は、前項の立会人となることができない。 

 

（無効投票） 

第８条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

１ 所定の用紙を使用しないもの 

２ 賛否のほか他事を記載したもの 

３ 賛否の確認ができないもの 

 

（被選任者の決定、就任） 

第９条 役員の選任に関する議案が総会において可決されたときは、組合長は、直ちに役員に選任

された者（以下「被選任者」という。）にその旨を通知し、かつ、被選任者の住所、氏名及び理

事又は監事の別を組合の掲示場に掲示しなければならない。 

② 被選任者は、前項の規定による掲示があった時に、役員に就任する。 

③ 第10条若しくは第11条の選任、法第100条第２項において準用する法第52条の改選又は法第115

条の規定による決議の取消しによる選任の場合を除き、第１項の規定による掲示の時が現任役員

の任期満了前であるときは、その任期満了の時に就任する。 

 「備考」 

第１項中「組合の掲示場に掲示」とあるのは「組合のウェブサイトに掲載」とするなど適宜

記載すること。 

 

（再選任） 

第10条 役員の選任に関する議案が総会において否決された場合、被選任者が、第１条各号のいず

れかに該当することになった場合、若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しな

くなった場合又は法第115条の規定による決議の取消しの結果被選任者がなくなり、若しくは被

選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合において、その時期が就任前であるときは、

その不足の員数につき再選任を行わなければならない。 

 

（補欠選任） 
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第11条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければな

らない。ただし、欠員数が役員の各定数の３分の１以下であるとき、又は役員に欠員を生じたと

きが役員の任期満了前４月以内であるときは、この限りでない。 

 

（別表） 

     推薦会議の選任区域 

 

 

 

 

 

 

「備考」 

推薦会議の構成員は、「区域」によるほか、組合員組織等組合員を適正に代表し得る

区分ごとに選出することができる。この場合においては、第４条第４項及び別表中「区

域」を「区域又は区分」と改めること。 

 

区  域 人 数 

〇〇町〇〇の区域 〇人 

〇〇村〇〇の区域 〇人 

・・ ・・ ・・  

この組合の区域全体 〇人 


